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議案第５５号  

   損害賠償の額を定め、和解することについて  

 下記のとおり市職員が建築基準法上の道路の種類を誤って指定道路図に記

載し、及び提示したことにより発生した事案の損害賠償の額を定め、和解す

ることについて、議決を求める。  

  令和７年３月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  相  手  方  所在地  上尾市大字小敷谷７１２番地１  

        名  称  東光建設株式会社  

２  事案の概要   上尾市柏座二丁目４３６番１１の前面道路市道２０５１

８号線について、平成２０年度頃、当時の市職員が建築基

準法上の道路の種類を誤って指定道路図に記載し、令和５

年１２月１４日、市職員が当該記載した情報を相手方に提

示し、当該提示した情報を基に当該土地を購入した相手方

に損害を生じさせたもの  

３  和解の要旨   市は、相手方に対し、本件事案に関する損害賠償金とし

て２５６万２，７８４円を支払う。市及び相手方は、本件

事案に関し、そのほかには一切の債権債務がないことを確

認する。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

市職員が建築基準法上の道路の種類を誤って指定道路図に記載し、及び

提示したことにより発生した事案の損害賠償の額を定め、和解したいので、

地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、この案を

提出する。  
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